
 

多摩市立総合体育館、スポーツ施設及び多摩東公園指定管理者候補者選定委員会  

市民委員募集・選考要項  

 

令和 6 年 4 月 16 日  

くらしと文化部長決定  

 （趣旨）  

第１条 この要項は、多摩市立総合体育館等指定管理者候補者選定委員会及び多摩市立総

合体育館等指定管理者候補者選定審査会設置要綱（令和 6 年多摩市告示第 243 号。以

下「要綱」という。）第３条第１項第２号に掲げる市民として委嘱される委員（以下

「市民委員」という。）の公募による選出にあたり、必要な事項について定めるものと

する。  

 （公募の方法等）  

第２条 募集周知は、たま広報（令和 6 年 4 月 20 日号）及び多摩市公式ホームページに

より行う。  

２ 公募期間は、令和 6 年 4 月 20 日から令和 6 年 5 月 7 日までとする。  

３ 募集する人数は、２人以内とする。  

（応募の資格・方法等）  

第３条 市民委員に応募しようとする者（以下「応募者」という。）は、多摩市立総合体

育館、屋外スポーツ施設及び多摩東公園のいずれかの利用者であり、かつ、次の各号の

いずれかに該当しなければならない。  

 (1) 市の区域内に住所を有すること。  

(2) 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務していること。  

(3) 市の区域内に存する学校に在学していること。  

２ 応募者は、次に掲げる事項を記載し、多摩市長に提出しなければならない。第 3 条 1

項 2 号に該当する場合に限り勤務先を記載すること。  

 (1) 利用している制度導入施設の名称  

 (2) 氏名  

 (3) 生年月日  

 (4) 性別  

 (5) 現住所  

 (6) 勤務先  

  (7) 前項第２号に該当する者にあっては、勤務する事務所又は事業所の名称と所在地、

前項第３号に該当する者にあっては、在学する学校の名称と所在地。  

(8) 電話番号その他の連絡先  

３ 応募者は、次に掲げるテーマについて記した８００字程度の小論文を提出しなければ

ならない。  

 小論文のテーマは、「スポーツ施設と公園に期待すること」とする。  

４ 応募書類は、次の各号のいずれかの方法により、公募期間内にスポーツ振興課に到達

したものを収受する。  



 (1) 応募者本人の持参又は代理人の持参  

 (2) 郵送  

(3) 多摩市公式ホームページ内の応募専用フォームによる応募  

 （資格審査・採点手順）  

第４条 提出された応募書類については、予め事務局で資格審査を行う。  

２ 資格審査後に、選考委員により採点基準に基づき採点を行う。  

３ 採点の際は応募者の氏名等は明示せず、任意の番号を付し採点する。  

 （選考委員）  

第５条 選考委員は、くらしと文化部長を委員長として、環境部長、スポーツ振興課長、

公園緑地課長の４人の委員をもって構成する。  

 （選考基準）  

第６条 提出された小論文については、選考委員が以下の採点基準により項目別に審査を

行い、選考委員一人につき持ち点 25 点、各項目の得点集計結果の６０点以上（１００

点満点）の者を市民委員候補者とする。  

【評価基準】  

⑴ 文章の伝達性：誤字・脱字がなく、わかりやすいか。  

⑵ 文章の構成力：論文として論理的な展開となっているか。  

⑶ 内容の独自性：内容に独自性があり、市民の目線、生活者起点が反映されているか。  

⑷ 内容の具体性：内容に具体性が備わっているか。  

⑸ 内容のバランス：視点に偏りがなく、広い視点で物事を捉えているか。   

  

【採点方法】  

⑴ 特に優れている （Ａ）：５点  

⑵ 優れている   （Ｂ）：４点 

⑶ 普 通     （Ｃ）：３点 

⑷ やや劣っている （Ｄ）：２点 

⑸ 劣っている   （Ｅ）：１点  

 （選考結果の報告）  

第７条 委員長は、市民委員候補者選考後、速やかに選考の結果を、書面により多摩市長

に報告するものとする。  

 （選出の方法）  

第８条 多摩市は、市民委員候補者のうちから、多摩市長が定める多摩市自治基本条例の

施行に関する規則（平成１６年多摩市規則第５４号）第１６条及び応募者が利用してい

る制度導入施設の割合等に照らし総合的に判断し、市民委員の選出を行うものとする。  

２ 多摩市は、応募した者の数が第２条第３項の募集定員（以下「募集定員」という。）

以下のときは、前項の規定によらず、市民委員の選考を行うことができるものとする。  

３ 多摩市は、前２項の規定により選出した者の数が募集定員に満たない場合において、

当該満たない数の市民委員を選出するときは、公募以外の方法により市民委員を選出す

ることができるものとする。  

 （結果の通知）  



第９条 多摩市は、前条の規定により市民委員を選出したときは、速やかに応募した者全

員に書面で通知するものとする。  

（氏名等の公表）  

第１０条 多摩市は、要綱第２条に規定する報告を受けた後、市民委員に選任された者の

氏名等を公表するものとする。  

（文書の管理）  

第１１条 第３条第２項及び第３項の規定により提出された小論文及び書面については、

これを返還しない。  

２ 前項の書面及び小論文の保存年限は、３年とする。  

（委任）  

第１２条 この要項に掲げるもののほか必要な事項は、くらしと文化部長が別に定める。  


